
治験の費用請求について 

2026年 1月 15日現在 

新潟市民病院 治験管理室 

 

費目 算出基準 請求時期 

治験研究費   

IRB 審査費用 
初回審査～12か月…300,000 円 

以降 100,000円／12か月 ※月割不可 
契約時（変更契約時） 

固定費 ポイント算出表に基づく 契約時（変更契約時） 

変動費 ポイント算出表に基づく（マイルストーン可） 3 月または治験終了時 

観察期脱落症例 ポイント算出表に基づく 3 月または治験終了時 

負担軽減費 

7,000 円／1 来院・入院 

（製造販売後臨床試験は 10,000 円） 

※請求時に来院記録表の写しを添付 

3 月または治験終了時 

記録の保存費用   

文書管理システム

利用料 

新規契約締結年度：10,000 円／月 

（IRB 初回審査月～3 月） 

次年度以降：120,000 円／年度 

新規契約締結年度：締結時 

次年度以降：4月 

治験終了後の保存

費用 
不要  

その他   

治験に係る診療費 被験者への支払いに関する資料に基づく 診療月の翌月～翌々月 

画像提出費用 

1,200 円／CD-R（W）1 枚 

（画像枚数は関係ありません） 

治験に係る診療費に含まれる（フィルムコピー

代として） 

CD-R（W）は提供・当院用意どちらでも可 

診療月の翌月～翌々月 

治験に必要な物品

の購入費用 
当院の購入価格 随時 

治験に必要な人員

の雇用 
当院の給与規程による 随時 

GCP 実地調査対応

費用 
100,000 円（準備費用含む） 実地調査終了後 

 

＜連絡事項＞ 

上記費用に別途消費税（人員の雇用を除く）がかかります。 

当院の請求は「納入通知書」という名称で発行します。 

納入期限は納入通知書発行日から 30 日以内です。納入期限についてご要望があればご相談ください。 

納入通知書の宛名以外（業務委託先等）の方から納入される場合は事前にご連絡ください。 

納入通知書の送付先の指定がある場合は事前にご連絡ください。 


